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令和８年度教育課程編成について 

 

 

１ 令和８年度 豊島区立学校・幼稚園における教育課程編成の重点 

「令和８年度 豊島区教育委員会の基本方針（案）」のうち、以下の内容を教育課程編成における重点

項目とする。 

（１）教育活動全般において子供の人権を尊重すること（基本方針１－②） 

すべての教育活動において、子どもの人権を尊重する視点を徹底し、一人ひとりが安心して学び、

自己を発揮できる学校づくりを推進する。 

「豊島区子どもの権利に関する条例」「豊島区いじめ防止対策推進条例」及び関連指針に基づき、い

じめの未然防止・早期発見・早期対応を組織的に行うとともに、多様性を認め合う学級・学校づくり

を強化する。また、幼児期からの道徳性の育成や体験活動、人権教育の充実を通して、他者を思いや

り、共に生きる力を育む。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善を図ること（基本方針１－①、５－③） 

子どもたちが自ら問いをもち、仲間と学び合いながら考えを深めていく「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向け、授業改善を一層推進する。 

① 探究的な学びの推進 

各教科等における問いの生成、課題の解決、成果の発信といった探究的な学びを継続的に推進し、

子どもが多様な情報を基に考え、協働しながら未来を切り開く力を育成する。 

② ICT の効果的な活用 

タブレットパソコンやデジタル教科書、学習支援ソフト等を効果的に活用することで、個別最適な

学びと協働的な学びを一体的に実現する。 

③ 地域資源の活用 

地域の文化施設、大学、企業、NPO などと連携し、体験活動や探究学習に生かすことにより、子ど

もたちが地域を知り、社会とのつながりを実感しながら主体的に学ぶ機会を拡充する。 

（３）コミュニティ・スクールを推進し、地域全体で子どもたちの健やかな成長を育むこと（基本方針

５－①） 

学校・家庭・地域が協働して子どもを育てる体制をさらに強化するため、コミュニティ・スクール

の機能を充実させる。地域コーディネーターの配置や地域人材の活用を進め、学習活動や体験活動、

多文化理解や社会参画の機会を広げることで、地域一体となって子どもの健やかな成長を支える学校

運営を推進する。 
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２ 令和８年度教育課程編成における授業時数および土曜日の扱いの考え方 

（１）授業時数について 

①1単位時間について 

小学校は４５分間、中学校は５０分間を１単位時間とする。 

（モジュール不可 ※小学校入門期は除く。スタートカリキュラムで予定を提出） 

②余剰時間について 

ⅰ）災害や流行性疾患による学級閉鎖等不測の事態に対応するために余剰時間を確保する場合は、

余剰時間の上限を原則１８時間とする。 

ⅱ）児童・生徒や地域の実態を十分に考慮し、児童・生徒の負担過重にならない時間を限度とする

感染症、台風・降雪等による休業、学級（学年、学校）閉鎖時に学習できる児童生徒等に対し

ては、原則、タブレットを活用した学習の機会を提供できるようにする。 

③総合的な学習の時間について 

長期休業日や土日等の休業日等に学校の外部において「総合的な学習の時間」を行う際、総合的 

な学習の時間の探究的な学習の過程を踏まえて、その位置づけを年間指導計画などに明確にする場

合に、各学校の判断により、総合的な学習の時間の年間授業時数の１／４程度（約 70 時間のうち

18 時間）まで、教師の立ち合いや引率を伴わずに学習活動を展開することができる。（平成 31 年 3

月 21 日付 30 文科初発第 1852 号「休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取

扱いについて」） 

（３）土曜日等の扱いについて 

①土曜日の考え方について 

ⅰ）保護者や地域等に子どもの様子や学校の取組を見せる機会を設ける。 

年に３回以上（学期に１回を目安）＋２回[体育的行事（運動会）、文化的行事（学習発表

会・展覧会・文化祭）] 

ⅱ）土曜日に実施した授業等の振替休業日は、運動会と文化的行事（学習発表会や文化祭など子

どもの活動があるもの）を実施した場合のみ、翌週の月～金曜日を指定できるものとする。 

ⅲ）祝日に行事や土曜日の取組を実施しない。（土曜日が祝日の場合） 

ⅳ）３連休の活動は控える。（月曜日が祝日もしくは振替休日の場合） 

ⅵ）土曜日の設定は、月２回を上限とする 

平成２２年１月１４日付２１教指企第１００１号「小・中学校における土曜授業の実施に

係る留意点について（通知）」（東京都教育委員会）による 

（回数） 土曜における教育課程に位置付けられた授業の実施は、各月２回を上限とする。 

ⅳ）中学校は、多くの小学校第６学年の児童及び保護者が、中学校選択について考える一学期中

の土曜日に、学校説明会を設定する。なお、中学校のブロックで年間の土曜における授業の

公開実施日の調整を行う。 

②豊島区立学校の管理運営に関する規則に基づく考え方について 

ⅰ）夏季休業日、冬季休業日、春季休業日以外の休業日として、開校記念日、都民の日が位置付 

けられている。休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする際、校長は、教育委員

会の許可を受けなければならない。  


